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被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
に
お
け
る
津
波
等
に
よ
る
住
宅
流
失
被
害
に
対
す
る
支
援
の
充
実
に
関
す
る
質
問

主
意
書

東
日
本
大
震
災
で
は
、
未
曽
有
の
甚
大
な
住
宅
被
害
が
発
生
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
、
津
波
に
よ
る
住
宅
の
流
失
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
津
波
に
よ
る
住
宅
の
流
失
は
、
地
震
に
よ
る
住
宅
の
全
壊
、
半
壊
等
の
場
合
と
異
な
り
、
住
宅
だ
け
で
は
な

く
、
住
宅
内
に
あ
っ
た
金
銭
、
電
気
製
品
、
家
具
等
家
財
道
具
か
ら
、
写
真
等
の
思
い
出
に
係
る
有
形
及
び
無
形
の
全
て
の
財

産
も
失
っ
て
し
ま
う
も
の
と
な
っ
た
。

我
が
国
で
は
毎
年
多
く
の
自
然
災
害
が
発
生
し
て
い
る
が
、
特
に
近
年
、
集
中
豪
雨
や
ゲ
リ
ラ
豪
雨
等
に
よ
り
、
河
川
の
は

ん
濫
や
土
砂
災
害
が
発
生
し
、
多
く
の
住
宅
が
流
さ
れ
た
り
、
土
砂
に
飲
ま
れ
た
り
す
る
被
害
が
多
発
し
て
い
る
。
長
期
的
に

見
て
も
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
被
害
が
増
加
す
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
は
、
こ
の
よ
う
な
被
害
が
発
生
し
た
場
合
、
「
自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
生
活
基
盤
に
著
し
い
被
害

を
受
け
た
者
」
に
対
し
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
支
給
の
対
象
と
な
る
被
災
世
帯
を
、
住
宅
の
被

害
の
程
度
に
よ
り
、
「
全
壊
」
、
「
解
体
」
、
「
長
期
避
難
」
、
及
び
「
大
規
模
半
壊
」
の
四
つ
に
分
類
し
、
全
壊
世
帯
に

は
、
更
に
住
宅
の
再
建
方
法
に
応
じ
て
、
最
大
「
三
百
万
円
」
を
上
限
と
す
る
支
援
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一



東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
津
波
に
よ
り
住
宅
が
流
失
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
全
壊
と
判
定
さ
れ
、
支
援
金
が
支
給
さ

れ
て
い
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
住
宅
と
と
も
に
、
住
宅
内
に
あ
っ
た
全
て
の
財
産
を
失
う
こ
と
か
ら
、
地
震
に
よ
る
住
宅
の

倒
壊
や
地
盤
の
液
状
化
に
よ
る
全
壊
判
定
世
帯
と
比
べ
て
も
、
受
け
る
被
害
は
よ
り
甚
大
な
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
質
問
を
す
る
。

一

津
波
、
河
川
の
は
ん
濫
及
び
土
砂
災
害
等
に
よ
り
、
流
失
及
び
こ
れ
に
類
す
る
被
害
を
受
け
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
よ
う
に
、
「
全
壊
」
の
範
疇
に
入
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
「
全
流
失
等
（
仮
称
）
、
全
壊
、
解
体
、
長
期
避

難
、
大
規
模
半
壊
」
の
よ
う
に
、
住
宅
の
被
害
程
度
に
応
じ
て
、
五
区
分
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
を
伺
い
た
い
。

二

一
に
関
連
し
て
、
「
全
流
失
等
」
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
上
限
で
あ
る
三
百
万
円
を
上
回
る
支
援
金
を
支
給
で

き
る
よ
う
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。
加
え
て
、
見
解
の
根
拠
も

お
示
し
頂
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


